
瀬戸市学校徴収金集金システム導入及び運用保守業務に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務等の概要 

（１） 業務名称 瀬戸市学校徴収金集金システム導入及び運用保守業務 

（２） 業務内容 別紙「瀬戸市学校徴収金集金システム導入及び運用保守業務仕様 

       書」（以下「仕様書」という。）のとおり 

（３） 契約期間 契約締結の日から令和９年３月３１日まで（長期継続契約） 

（４） 履行場所 瀬戸市の指定する場所 

（５） 提案上限額 金６，６４５，６５０円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

２ 参加資格要件 

  次の各号に定める要件をすべて満たしていること。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１６７条の４第１ 

  項の規定に該当しない者であること。 

（２） 参加資格確認申請書提出期限において、令和６・７年度あいち電子調達共同シ 

  ステム（物品等）で瀬戸市の入札参加資格者名簿に本案件の営業種目（（大分類）   

   「役務の提供等」 （中分類）「コンピュータサービス」 （小分類）「システム開発」ま 

   たは「インターネット関連サービス」の登録があること。 

（３） 公告日から契約締結日までの間において、「瀬戸市指名停止取扱要領」（平成１ 

  ３年８月１日施行）に基づく指名停止措置を受けていない者であること。 

（４） 公告日から契約締結日までの間において、「瀬戸市が行う事務及び事業からの 

  暴力団排除に関する合意書」（平成２３年９月２９日付け瀬戸市長・愛知県瀬戸警 

  察署長締結）及び「瀬戸市が行う契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要 

  領」（平成１９年１２月１日施行）に基づく排除措置を受けていない者であること。 

（５） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立てがなされ  

  ている者にあっては、同法に基づく更正手続開始の決定を受けていること。 

（６） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなさ 

  れている者にあっては、同法に基づく再生手続開始の決定を受けていること。 

（７） 情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格であるISO27001（日本工業規 

  格「JISQ27001」)又は日本工業規格「JISQ15001個人情報保護マネジメント」（プライ 

  バシーマーク）の認証を取得していること 

 

 



３ スケジュール 

（１）公告日                    令和７年１０月１７日（金） 

（２）質疑提出期限                令和７年１０月２７日（月） 

（３）質疑回答日               令和７年１１月４日（火） 

（４）参加表明書提出期限         令和７年１１月１７日（月） 

（５）業務提案書提出期限         令和７年１２月２日(火)  

（６）プレゼンテーション実施        令和７年１２月１０日（水） 

（７）選定結果の通知            令和７年１２月中旬 

（８）契約締結予定日            令和７年１２月下旬 

 

４ 質疑及び回答 

（１）提出期限 令和７年１０月２７日(月)午後５時まで 

（２）提出場所 瀬戸市役所学校教育課（電話 ０５６１－８８－２７６２） 

（３）提出方法 質問票（様式１）に必要事項を記載し、電子メールにより送信すること。  

          送付先：kyoiku@city.seto.lg.jp 

             メール表題を「瀬戸市学校徴収金集金システム導入及び運用保守業 

             務に係るプロポーザル質問書」とすること。 

（４）回答期日 回答は令和７年１１月４日（火） 

（５）回答方法 瀬戸市ホームページに回答を掲載する。 

（６）その他   同趣旨の質問が複数あった場合は、まとめて回答する。 

           質問者の名称等については公表しない。 

 

５ 参加表明書 

（１）提出期限 令和７年１１月１７日（月）午後５時まで 

（２）提出場所 瀬戸市役所学校教育課（電話 ０５６１－８８－２７６２） 

（３）提出方法 参加表明書（様式２）に必要事項を記載し、電子メールにより送信する 

          こと。 

          送付先：kyoiku@city.seto.lg.jp 

          メール表題を「瀬戸市学校徴収金集金システム導入及び運用保守業 

              務に係る参加表明」とすること。 

（４）提出書類 ①参加表明書（様式２） 

           ②情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格であるISO2700（日 

              本工業規格「JISQ27001」)又は日本工業規格「JISQ15001個人情報 

           保護マネジメント」（プライバシーマーク）の認証の写し 

 

 



６ 業務提案書 

（１）提出期限 令和７年１２月２日(火)午後５時まで 

（２）提出場所 瀬戸市役所学校教育課（電話 ０５６１－８８－２７６２） 

（３）提出方法 持参又は郵送により提出すること。 

             郵送で提出する場合は、受取日時及び配達されたことが証明できる 

         方法とすること。 

         提出期限までに提出されなかった提案書は無効とする。 

         提出期限までに、提案書及び必要書類の提出がない場合は、参加を 

         辞退したものとみなす。 

（４）提出書類   

               ①業務提案書提出届（様式３） 

         ②業務提案書 ※正本１部、副本７部用意すること 

         ③見積書及び内訳書 

            ④企業の概要に関する書類 ※正本１部、副本７部用意すること 

               資本金、従業員数（内訳あり）、組織、沿革、業務内容、これまでの 

               業務実績等を記載 

          ⑤経営（財務）状況に関する書類 ※正本１部、副本７部用意すること 

            直近２年の決算書など 

（５）留意事項 作成にあたっての留意事項 

   ア 提案書 

   ①サイズは、原則として日本産業規格Ａ列４番(以下「Ａ４サイズ」という。)とする。 

   ②複数ページに渡る書類は、それぞれの書類ごとにホチキス等で綴じた簡易製   

    本にすること。Ａ４サイズ以上の紙を使用した場合は、製本する際にＡ４サイズ 

     に揃えること。 

   ③正本と副本の提出がある書類について、正本は提案者名を記載し、副本には 

      提案者名が特定できるような記載、表現、ロゴ等は使用しないこと。 

    ④書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及 

      び計量法による。 

    ⑤提出書類等の内容が仕様を満たしていない場合には、本市より期限を設定し 

      たうえで修正と再提出の指示をする。提案者がこれに応じない場合には提案を 

      無効とする。 

   ⑥提案者１者につき１提案に限る。 

  イ 見積書 

   ①見積書の金額に「￥」または「金」を付すこと。 

   ②見積書は封筒に入れ、封筒表面に「（宛先）瀬戸市長」及び「件名」を記入し、 

      封筒裏面に住所、商号又は名称、代理者職氏名を記入し、代表者印を押印す 



      ること。また、継目に３か所封印を押すこと。 

   ③見積金額に対して消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和２ 

     ５年法律第２２６号）の規定により算出した消費税及び地方消費税額を加算し 

      た金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた 

      金額）をもって契約価格とするため、提案者は、消費税及び地方消費税に係る 

      課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、税抜金額を見積書に記載 

      すること。 

    ④内容に金額の内訳を記載すること。 

（６）提案書の取扱い  

   ①提出された提案書の内容変更等は、原則として認めない。 

   ②提出された提案書は、返却しない。 

   ③提出された提案書は、契約候補者の決定を目的として使用するものとし、提出 

    者に無断でその他の目的のために使用しない。 

   ④実施要領にて示したもの以外の資料は受理しない。  

   ⑤提出された提案書の著作権は、提案者に帰属する。 

   ⑥提出された提案書に含まれる著作権及び特許権など日本国の法令に基づい 

     て保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果、生じた責 

    任は提案者が負う。 

（７）提案書の無効 

   次のいずれかに該当する提案書は、無効とする。 

①参加資格を有しない者が提出した提案書 

②記載事項を判読できない提案書 

③参加資格確認申請書に虚偽の記載をした者が提出した提案書 

④虚偽の事項が記載された提案書 

⑤提案上限金額を超過した金額を記載した提案書 

⑥不正な利益を図る目的で、市の職員又は選定委員会の委員と接触した者が提

出した提案書 

⑦実施要領で定める期限までに提出されなかった提案書 

   ⑧その他実施要領で定める条件に違反した提案書 
（８）その他 

   本件契約期間終了後、契約を延長する可能性があることから、本件提案上限額と 

  は別に、サービス提供期間を令和９年４月１日から令和１４年３月３１日とした場合の 

  システム利用に係る総額を記載すること。 

    なお、令和９年４月１日以前には提案業者の製品を当市が導入していることを想  

  定して試算を行うこと。 

     ※参考 



       学校数及び想定される集金総額及び集金回数（１年間） 

       ・対象学校 ２２校（小学校1４校、中学校7校、特別支援学校1校） 

       ・集金総額 児童生徒数 約9,500人×年間約80,000円 

       ・集金回数 児童生徒数 約9,500人×12回（予定） 

 

７ 審査方法等 

（１）選定審査委員会 

 参加事業者から提出された業務提案書の内容と、個別プレゼンテーションの結果 

 を踏まえ、審査委員会において審査を行い、最も評価の高い業務提案者と、次に 

 高い提案者を次点者として選定する。最も高い提案者が２業者以上の場合は、委 

 員の協議によって決定する。 

 ※選定委員会の委員は、非公開とする。 

（２）契約候補者の決定 

 ①評価項目及び評価点数、審査基準については、別紙「評価基準表」による。 

  ②本審査の対象者が１者だった場合は、審査において、各評価合計点が６０点以  

     上であれば、本実施要項を満たすものと判断し、その応募者を契約候補者と決 

     定する。 

（３）プレゼンテーション 

  ①開催日時は、令和７年１２月１０日１０時からを予定しており、時間及び場所等の  

     詳細については別途通知する。 

  ②実施時間は、提案者につき、プレゼンテーション３０分以内、質疑応答１０分程度  

    とする。 

  ③出席者は２名以内とし、本業務を担当する予定の業務担当責任者は必ず出席 

    すること。 

  ④プレゼンテーションは提案書により行い、追加資料の配布は認めない。 
  ⑤プレゼンテーション及び審査は非公開とする。 

８ 失格事由 

  提案者に次の行為があった場合は、失格とし、別途、瀬戸市指名停止取扱要領に 

  基づき、指名停止措置を講じることがある。 

  ①市の職員又は選定委員会の委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を 

    求めること。 

  ②他の提案者と提案の内容又はその意思について相談を行うこと。 

  ③契約候補者の決定までの間に、他の提案者に対して提案の内容を意図的に開   

   示すること。 

  ④提案書等に虚偽の記載を行うこと。 

  ⑤その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。 



 

９ 審査結果の通知及び公表 

（１）審査結果の通知 

   各提案者に対して、次の事項を記載した結果通知書により通知する。 

   ①業務名称 

   ②契約候補者 

   ③当該提案者の評価点数 

（２）審査結果の公表 

   市ホームページにおいて、次に掲げる事項を公表する。 

   ①業務等の名称 

   ②業務内容及び契約期間 

   ③契約候補者の名称及び所在地 

   ④提案者数及び審査結果 

１０ 契約手続き 

（１）契約の協議 

  決定した契約候補者に対して、当該業務等に係る仕様を定めるための協議を行う。 

   協議の結果、当該業務に係る仕様が決定した場合、見積書の徴収を行い、予定 

   価格の範囲内で契約金額を決定する。 

   なお、提出された提案書の内容は、今回の契約において拘束力を持つものとする 

   が、公正性及び透明性の確保を図るため、原則として、あらかじめ実施要領等で 

   示した事項の変更は認めない。 

（２）契約候補者との契約の締結 

   契約候補者を契約の相手方として決定した場合、令第１６７条の２第１項第２号の 

   規定による随意契約の方法により、契約候補者と契約を締結する。 

（３）契約候補者との協議が不調の場合 

   契約候補者との契約締結に至らなかった場合は、次順位の者を新たな契約候補 

   者として、契約の協議を行う。 

   次順位の契約候補者と契約の協議を行い、契約の相手方として決定した場合は、 

   契約を締結するものとする。 

   なお、契約協議の時点で、次順位者が参加資格要件を満たさなくなった場合は、 

   失格とし、第３位の者を新たな契約候補者として、契約の協議を行う。 

（４）契約条項を示す場所及び日時 

   瀬戸市役所学校教育課 公告日（指名通知日）から提案書提出期限まで 

（５）契約書作成の要否 

   要 

（６）契約保証金に関する事項 



   瀬戸市契約規則（昭和４０年瀬戸市規則第１８号）第３０条の規定による。 

１１ その他 

（１）提案書の提出及び見積並びに契約に当たっては、地方自治法、地方自治法施行 

   令、瀬戸市契約規則等関係法令を遵守すること。 

（２）提案書等の作成及び提出並びにプレゼンテーション等に要する費用は、提出者 

   の負担とする。 

（３）参加資格確認申請書及び提案書等の提出後に辞退する場合は、書面（第８号様 

   式「辞退届」）により届け出ること。 

（４）提出書類は、瀬戸市情報公開条例（平成１２年瀬戸市条例第５号）に基づく情報 

   公開請求の対象となるほか、市が必要と認める場合に全部もしくは一部を公表す 

   る場合がある。 

 

１２ 担当部署及び問い合わせ先 

〒４８９－８７０１ 愛知県瀬戸市追分町６４番地の１ 

瀬戸市教育部学校教育課学事係 

電話 ０５６１－８８－２７６２ FAX ０５６１－８８－２７５５ 

メールアドレス kyoiku@city.seto.lg.jp 

 

 

 

 


